
 

 

神奈川県観光客受入環境整備協議会傍聴要領（案） 

 

（趣旨） 

第１条  この要領は、神奈川県観光客受入環境整備協議会の会議の傍聴に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（傍聴席の区分） 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 

（傍聴人の決定等） 

第３条  一般の定員は、20 人以内とし、会議の都度、座長が会議室の収容人員等を考慮し

て定める。 

２ 神奈川県観光客受入環境整備協議会の事務局は、傍聴希望者を、会議の開催当日に、

所定の場所、時間に集合させるものとする。 

３ 前項の規定により集合した傍聴希望者数が、定員に満たない場合は傍聴希望者全員を

傍聴人とし、定員を超える場合は抽選により傍聴人を決定する。 

なお、傍聴希望者全員を傍聴人とする場合において、前項の規定により集合させた傍

聴希望者以外にも、傍聴希望者がいたときは、先着順に、定員に満つるまでの者を傍聴

人とする。 

（傍聴席に入場することができない者） 

第４条  次の者は、傍聴席に入場することができない。 

(1) 決定した傍聴人以外の者 

(2) 審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条  傍聴人は、会議の秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為をしてはならな

い。 

（写真、映画、テレビ等の撮影及び録音等の禁止） 

第６条  傍聴人は、会場において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、又は録音等をして

はならない。ただし、事前に座長の許可を得た場合は、この限りでない。 

（秩序の維持） 

第７条  座長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をし、又は事務局の

職員に指示させることができる。 

２ 座長は、前項の指示をし、又は事務局の職員に指示させたにもかかわらず、傍聴人が

指示に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。 

（実施細目） 

第８条  この要綱に定めのない事項は、座長が会議に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 29 年１月 26 日から施行する。 

資料３ 



会議の公開について 

 

○附属機関等の設置及び会議公開等運営に関する要綱（抄） 

（公開の方法等） 

第７条 附属機関の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴

を認めることにより行うものとする。 

２ 附属機関は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会場に

一定の傍聴席を設けるものとする。 

３ 附属機関は、会議の傍聴者に会議資料を提供するものとする。ただし、資料

が貴重、高額、大量であるなどの理由により、会議資料を提供できない場合につ

いては、審議事項がわかる資料の提供に代えることもできるものとする。 

４ 附属機関は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われる

よう、傍聴に係る手続及び遵守事項を記載した傍聴要領を定めるものとする。 

（懇話会・協議会等の会議の公開） 

第 12 条 懇話会・協議会等の会議の公開は、情報公開条例第 25 条の規定を準用

するものとする。 

（懇話会・協議会等の構成員の選任等） 

第 13 条 構成員の選任及び運営等に当たっては、第４条（第１項第７号を除く。）

から第９条までの規定を準用するものとする。 

 

○神奈川県情報公開条例（抄） 

（会議の公開） 

第 25 条 附属機関の会議（法令等の規定により公開することができないとされ

ているものを除く。）は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合であって、実施機関が公開しないことを定めたとき又は当該附属機関が公

開しないことを決定したときは、この限りでない。 

(1) 非公開情報が含まれる事項について調停、審査、審議、調査等を行うとき。 

(2) 会議を公開することにより当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が

生ずるおそれがあるとき。 
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